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運動会の動画・写真撮影について  
と、運動会の保護者参観のお願い 

  

平素は、本校の教育推進のためにご協力をいただき、ありがとうございます。 

 さて、本校では、運動会の動画・撮影につきまして、令和元年度より、児童および保護者の皆

様に個人情報保護を考慮していただくようにお願いしております。運動会当日に動画・写真の撮

影をされる際は次の個人情報の保護に関する内容に同意いただき、撮影中は普段お使いの入校証

または今回運動会用に発行させていただいた運動会入校証を必ずご携帯ください。（なお、昨年度

より、以前運動会用に発行していた撮影許可証の代わりに、入校証を携帯することをお願いしています。） 

 また、後段の保護者参観のお願いについてもご留意いただき、参観いただきますようよろし

くお願いします。 

個人情報の保護に関する内容（個人情報保護法） 

改正により、個人・法人・任意団体、すべての個人情報取扱事業者が含まれるようになりました。 
 

 本校では、本文の内容に同意され、運動会入校証を携帯されている方に限り、撮影を許可することで、

皆様の個人情報を保護します。 

 本校では、撮影したものを SNS等で公開することを禁止しております。 

保護者参観のお願い 

①来場は正門より、開門時間８時 00分以降に、普段お使いの入校証または申請いただいた９月

２５日発行の運動会入校証をお一人につき１枚身に着けて来場ください。入校証をお持ちでな

い場合は入校できません。スムーズな入校にご理解ご協力をよろしくお願いします。 

②正門前で密集すること、さらに開場より早い段階（早朝）で行列等ができないよう、来場時

間についてはご配慮くださいますようお願いします。なお、自転車での来校はご遠慮ください。 

③当日、発熱や体調が優れない場合は来場を控えていただきますようお願いします。 

④運動会プログラム（9/28配付）記載の保護者席以外の場所での参観はご遠慮ください。特に、

児童席や準備席、本部テントへ立ち入ることはおやめください。 

運動会は土曜日に行われ、多くの方が見に来られますが、平素の学習活動と同様、学校の教育活動です。

児童が運動会に集中して取り組むことができ、成長の機会となりますよう、皆様ご協力ください。 

【個人情報取扱事業者の定義】（２条３項） 

この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供
している者をいう。（以下省略） 

【基本理念】（３条） 

個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかん
がみ、その適正な取扱いが図られなければならない。 

【安全管理措置】（２０条） 

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その
他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 


